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昭
和
四
十
八
年
七
月
十
九
日
提
出 
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 
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家
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制
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一 

私
が
先
に
提
出
し
た
地
代
家
賃
統
制
令
に
関
す
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
六

年
の
統
制
改
正
に
つ
い
て
は
、「
大
都
市
の
平
均
的
な
宅
地
の
昭
和
四
十
六
年
度
に
お
け
る
固
定
資
産
評
価
額
及

び
固
定
資
産
税
課
税
標
準
額
を
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
六
一
、
二
〇
〇
円
及
び
一
八
、
九
〇
〇
円
、
昭
和

四
十
八
年
度
の
土
地
の
評
価
替
え
に
よ
る
評
価
額
の
増
加
率
を
一
・
七
倍
、
各
年
度
の
課
税
標
準
額
の
増
加
率

を
一
・
三
倍
と
見
込
ん
で
改
正
後
の
統
制
対
象
の
地
代
・
家
賃
の
額
の
試
算
を
行
つ
た
。
同
試
算
に
よ
れ
ば
、

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
昭
和
四
十
六
年
度
に
お
け
る
地
代
一
一
一
円
、
家
賃
三
三
八
円
、
昭
和
四
十
七
年

度
に
お
け
る
地
代
一
四
一
円
、
家
賃
三
八
三
円
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
お
け
る
地
代
一
八
八
円
、
家
賃
四
五
三
円

で
あ
る
。
以
上
の
結
果
、
昭
和
四
十
六
年
度
の
改
正
後
の
統
制
額
は
、
家
賃
に
お
い
て
統
制
対
象
外
家
賃
の
約

二
〇
％
、
地
代
に
お
い
て
は
、
統
制
対
象
外
地
代
の
約
八
〇
％
に
留
ま
る
も
の
と
見
込
ま
れ
た
。
」
と
し
て
い
る
。 

 
地
代
家
賃
統
制
令
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 
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例
え
ば 

右
に
い
う
大
都
市
の
平
均
的
な
宅
地
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
を
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
抽

出
し
た
も
の
か
明
ら
か
で
な
く
、
大
都
市
で
あ
る
東
京
都
の
比
較
的
借
地
の
多
い
地
域
を
抽
出
調
査
し
た
も
の

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。 

(1) 

東
京
都
江
東
区
東
陽
三
丁
目
五
番
十
一
号
、
Ｎ
不
動
産
会
社
所
有
の
宅
地
四
四
一
・
〇
九
㎡
（
一
三
四

坪
）
の
昭
和
四
十
八
年
地
代
は
、 
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(2) 

東
京
都
台
東
区
千
束
二
丁
目
三
十
二
番
五
号
、
Ｔ
所
有
の
土
地
に
つ
い
て
、
右
同
様
の
方
法
で
計
算
す

る
と
、
一
カ
月
の
一
坪
の
地
代
は
、
一
、
二
九
五
円
強
と
な
る
。 

こ
れ
は
、
同
地
の
近
隣
価
格
と
比
較
し
、
統
制
対
象
外
物
件
の
二
倍
以
上
の
地
代
と
な
つ
て
い
る
。 

（
前

(1)
の
近
隣
地
代
は
二
〇
〇
～
三
〇
〇
円
で
あ
り

(2)
で
も
二
〇
〇
～
三
〇
〇
円
で
あ
る
） 

二 

ま
た
、
前
記
答
弁
は
、「
告
示
改
正
は
、
建
設
大
臣
が
、
地
代
・
家
賃
の
実
態
、
統
制
令
の
実
施
状
況
等
を
調

査
検
討
し
、
改
正
の
影
響
、
当
事
者
の
利
害
を
も
考
慮
し
て
原
案
を
作
成
し
、
経
済
企
画
庁
長
官
と
協
議
の
う

え
、
物
価
対
策
閣
僚
協
議
会
の
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
「
前
述
の
よ
う
に
、
昭
和
四
十
六
年
の
告

示
改
正
は
、
統
制
額
が
公
正
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
た
め
行
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
統
制
額
も
、

賃
料
の
急
激
な
上
昇
と
借
主
の
過
重
な
負
担
を
避
け
る
よ
う
配
慮
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、 

五 

 



 

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
実
態
を
見
る
な
ら
ば
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
こ
の
改
正
が
、
公
正
な
も
の
で
な
く
著

し
く
社
会
通
念
を
無
視
し
た
無
謀
な
も
の
で
あ
り
、
土
地
所
有
者
の
一
方
的
利
益
の
み
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
余
り
に
も
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
不
合
理
な
値
上
げ
が
許
容

さ
れ
た
結
果
、
こ
の
計
算
例
に
よ
る
地
代
計
算
が
、
他
の
統
制
令
適
用
外
の
土
地
の
地
代
値
上
げ
の
口
実
に
さ

れ
、
深
刻
な
混
乱
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。 

本
来
、
右
改
正
は
、
土
地
の
価
格
（
課
税
標
準
額
で
あ
る
が
、
こ
の
額
は
毎
年
引
き
上
げ
ら
れ
時
価
に
近
づ
き

つ
つ
あ
る
。
）
の
五
％
を
地
代
と
し
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
方
法
自
体
極
め
て
問
題
で
あ
る
。
借
地
の

場
合
の
土
地
所
有
権
者
の
受
益
割
合
は
、
二
〇
～
三
〇
％
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
土
地
を
投
資
額
と
み

た
場
合
、
利
益
率
を
年
五
％
と
す
れ
ば
、
所
有
者
の
受
益
額
に
五
％
を
乗
ず
る
の
が
妥
当
な
額
と
言
う
べ
き
で 

改
正
後
の
統
制
額
は
公
正
で
あ
り
、
告
示
改
正
が
地
代
家
賃
統
制
令
の
趣
旨
に
反
し
た
越
権
行
為
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。 
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四

(一 ) 

統
制
令
に
よ
つ
て
算
出
さ
れ
た
地
代
の
額
は
大
都
市
に
お
い
て
極
め
て
高
額
不
当
な
も
の
で
あ
る
の
で
、

速
や
か
に
こ
れ
を
改
正
し
、
改
正
前
の
状
態
に
復
す
る
か
、
計
算
例
を
半
額
（
課
税
標
準
額
の
千
分
の
二
十

五
）
と
す
る
よ
う
、
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
意
向
は
な
い
か
。 

三 

地
代
の
大
幅
な
値
上
が
り
は
、
右
の
統
制
令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
同
時
に
看
過
し
得
な
い
の
は
、
固
定
資

産
税
、
都
市
計
画
税
の
値
上
が
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
課
税
標
準
額
、
同
評
価
額
の
大
幅
な
値
上
げ
に
基
因
す

る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
税
率
に
も
あ
る
。
こ
れ
ら
税
金
が
、
純
粋
地
代
に
加
算
さ
れ
る
結
果
、
一
層
借
地
人
の

負
担
を
増
加
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
ま
た
、
公
租
、
公
課
の
値
上
が
り
が
地
代
値
上
げ
の
口
実
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。 

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
借
地
権
を
含
め
た
土
地
価
格
に
、
い
き
な
り
五
％
を
乗
じ
た
と
こ
ろ
に
、
根
本
的
な
問
題
が

あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
次
の
質
問
を
す
る
。 
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八 

(二 ) 
地
代
家
賃
統
制
令
の
大
都
市
に
お
け
る
適
用
情
況
と
、
そ
れ
に
よ
る
地
代
家
賃
の
実
態
を
早
急
に
調
査
の

う
え
、
こ
れ
を
国
民
の
前
に
明
ら
か
に
し
、
統
制
令
の
改
正
に
着
手
す
る
意
図
は
な
い
か
。 

(三 ) 

固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
を
一
〇
〇
坪
以
下
の
借
地
人
に
貸
与
し
て
い
る
地
主
に
つ
い
て
は
、
免
除
あ

る
い
は
減
額
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
意
図
は
な
い
か
。 

誠
意
の
あ
る
回
答
を
た
ま
わ
り
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


